
第 10 回ＩＦＡ U-14 ⼥⼦サッカーリーグ 2025 
 実施要項 （案） 

 
１ 目  的   県内の⼥⼦中学⽣年代におけるサッカーの技術向上と健全な⼼⾝の育成を図

り、広く⼥⼦サッカーの普及振興に寄与することを目的とする。また、「ＪＦ
Ａ U-15⼥⼦サッカーリーグ 2026 関東」参入戦に出場する茨城県代表チーム
を選出する。 

２ 名  称  第10回ＩＦＡ U-14⼥⼦サッカーリーグ 2025 

３ 主  催  (公財)茨城県サッカー協会 

４ 主  管  (公財)茨城県サッカー協会 ⼥⼦委員会 U-15 部会 

５ 協  賛  ㈱モルテン 

６ 期  日  【前期】2025 年 10 月 〜 12 月 
【後期】2026 年 １月 〜  ３月 

７ 会  場  ＪＡいばらきスポーツパーク／ＩＦＡフットボールセンター ほか 

８ 参加資格 
（１） (公財)日本サッカー協会に「⼥⼦」の種別で登録した単独チームであること。 
（２） 上記（１）に所属し(公財)日本サッカー協会に「⼥⼦」の種別で登録した選⼿であり、2011

年（平成 23 年）４月２日から 2015 年（平成 27 年）４月１日までに出⽣した選⼿（中学
２年⽣〜⼩学５年⽣）であること。 

（３） 上記（２）において、クラブ申請の承認を得たクラブ内であれば、「第３種」「第４種」
で登録した⼥⼦選⼿の出場を認める。ただし、⼩学⽣のみで構成されたチームの参加は認め
ない。 

（４） 上記（１）〜（３）の参加資格を満たしているが、選⼿数が７⼈未満のチーム同⼠が合同
チームでの参加を希望する場合は、U-15 部会の承認を必要とする。 

（５） 普及・育成の観点から、上記参加資格を有さないチームが参加を希望する場合は、U-15
部会の承認のもと、フレンドリー参加を認める。 

（６） 「JFA U-15⼥⼦サッカーリーグ 2025 関東」に参戦しているチームが参加を希望する場
合は、U-15 部会の承認のもと、フレンドリー参加を認める。 

（７） １チームあたりの登録選⼿数の上限は設けない。 
（８） リーグ開催期間中に追加選⼿がある場合は、追加選⼿の登録情報をリーグ事務局に通知す

ること。リーグ事務局は、登録状況を確認した後、変更承認済みメンバー表を発⾏する。な
お追加選⼿は、承認日を含む１週間が経過した以降のリーグ戦から出場できる。 

（９） スポーツ傷害保険に加入済みの選⼿であること。 

９ 競技方法 
（１） 2 回戦総当りのリーグ戦を⾏う。 
（２） リーグ戦における順位の決定方法は、勝ち３点、引き分け１点、負け０点の勝ち点により

勝ち点の多い順に決定する。ただし、勝ち点の合計が同一の場合は以下の項目に従い順 



 
位を決定する。 

①  全試合のゴールディファレンス（総得点－総失点） 
②  全試合の総得点 
③ 当該チーム同⼠の対戦成績（勝敗） 
④ ①〜③の全項目において同一の場合は、同一順位とする。 

ただし、第１位チームが複数となった場合は、優勝決定戦を別に設定する。 
（３） 試合時間は 60 分（30 分ハーフとし、ハーフタイムのインターバルは 10 分）とする。 

10 競技規則 
（１） 当該年度の(公財)日本サッカー協会「サッカー競技規則」による。 
（２） チームは、試合当日に提出メンバー表と選⼿登録状況の照合を受けるため、参加申込を完

了した選⼿の選⼿証（写真貼付けされたもの）を一覧できるものを印刷し、試合会場に持参
すること。 
※ 選⼿証とはＪＦＡＷＥＢ登録システム「ＫＩＣＫ ＯＦＦ」から出⼒した選⼿証・登録選

⼿一覧を印刷したもの、またスマートフォンやＰＣ等の画面に表示したものを示す。 
なお、登録の確認ができない選⼿は、試合に出場できない。 
また、当該年度クラブ申請がある場合は、承認が確認できる書類を持参すること。 

（３） メンバー表３部及び選⼿証の一覧表は、試合開始 30 分前までに本部へ提出とする。 
（４） ベンチ入りできる⼈数は、 

選⼿︓登録メンバー（上記（２）提出メンバー表に記載の交代要員）、 
スタッフ︓６名以内とし、その中に当該チームを掌握する責任ある指導者を必ずベンチ入

りさせること。 
（５） テクニカルエリアを設置する。 

戦術的指示はテクニカルエリア内から都度１名が伝えることができる。 
（６） 選⼿の交代は、ボールがアウトオブプレー中に⾏うことができ、退いた競技者が再度、ま

たは複数回出場できる「再交代」を適用する。 
また、交代要員として認められるのは、上記（２）提出メンバー表に記載のあるすべての

選⼿とする。 
なお、交代用紙は使用せず、提出メンバー表により確認する。 

（７） 試合球は、(公財)日本サッカー協会検定球とし、リーグ事務局にて用意する。 

11 審   判 
（１） 主審は、派遣審判員が⾏う。 
（２） 副審及び第４の審判員は、参加チームへの割当とし、チーム所属の有資格者が、審判服及

びワッペンを着用のうえ⾏う。 

12 ユニフォーム 
（１） 本リーグに登録した正・副２組のユニフォーム（シャツ、ショーツ及びソックス）を試合

会場に持参し、いずれかを着用しなければならない。 
（２） フィールドプレーヤー（以下「ＦＰ」という）、ゴールキーパー（以下「ＧＫ」という）と

も正・副の２⾊については明確に異なる⾊とする。 



 
（３） 着用するユニフォームの⾊は、リーグ事務局が事前に提示したユニフォーム（シャツ、シ

ョーツ及びソックス）の組合せをもとに、試合当日のマッチコーディネーションミーティン
グ（以下「ＭＣＭ」という）において主審が決定する。 

（４） 主審は、ＭＣＭにおいて、対戦するチームのユニフォームの⾊彩が類似しており判別しが
たいと判断したときは、両チームの各２組のユニフォームのうちから、シャツ、ショーツ及
びソックスのそれぞれについて、判別しやしい組合せを決定することができる。 

（５） 番号は、提出メンバー表に記載のものと同様とする。 
（６） 番号をあて布で変更する場合は、周囲をすべて縫い付け、ＭＣＭにおいて主審の確認を受

ける。当て布及び番号の⾊は、縫い付けるユニフォームと同⾊が望ましい。 
（７） 試合中のケガやアクシデント発⽣時またはメンバー表提出時にＧＫの控え選⼿がいない場

合、ＧＫとして出場するＦＰの選⼿が着用するユニフォームは、以下の優先順序での対応と
し、必ずＭＣＭで対応を決定する。（先にＭＣＭで決定された⾊と被らないこと。） 
① ＧＫとして出場するＦＰの番号がついた GK ユニフォームを使用 
① ＧＫとして出場するＦＰの番号がついた FP サブユニフォームを使用 
③ 番号がついていない先発ＧＫと同⾊のＧＫユニフォームを使用 
④ ＧＫとして出場する FP の番号とは異なる番号がついた先発ＧＫと同⾊のＧＫユニフォ

ームを使用（先発ＧＫが着用したユニフォームの再着用は避ける。） 
⑤ ＧＫとして出場するＦＰの番号とは異なる番号がついたＧＫサブユニフォームを使用 
※１ 控えＧＫとなる選⼿が特定できる場合は、メンバー表に明記 
※２ ＧＫがＦＰとして出場する場合、ＦＰとして出場するＧＫの番号を付けたＦＰユニフォ

ームを使用 
（８） ソックスにテープまたはその他の材質のものを貼り付ける、または外部に着用する場合、

ソックスと同⾊でなくても良い。 
（９） アンダーシャツの⾊は問わない。ただし、原則としてチーム内で同⾊のものを着用する。 
（10） アンダーショーツ及びタイツの⾊は問わない。ただし原則として、原則としてチーム内で

同⾊のものを着用する。 
（11） 各チームのキャプテンは単⾊のアームバンドを着用しなければならない。その際「キャプ

テン」という単語、もしくは「C」という文字やその翻訳された単語・文字も入れることが
できる。アームバンドはチームで用意する。 

13 懲  罰  
（１）主審より退場を命じられた選⼿及び退席を命じられた役員は、自動的に本リーグ次の１試

合の出場停止処分を受ける。追加的処分については「ＪＦＡ懲罰基準」に準拠して(公財)
茨城県サッカー協会⼥⼦委員会内規律・フェアプレー部で協議し、(公財)茨城県サッカー
協会規律・フェアプレー委員会が決定する。 

（２）本リーグ期間中に(公財)茨城県サッカー協会規律・フェアプレー委員会において出場停止
処分の罰則が決定されながら、本リーグの終了によって残存した出場停止処分について
は、順次次の公式戦で適用される。 

（３）本リーグで累積された警告が２回となった場合、自動的に本リーグ次の1試合の出場停止
処分を受ける。なお、警告の累積による出場停止を繰り返した場合、２度目以降も１試合 



 
の出場停止処分とする。ただし、違反⾏為の内容によっては、追加的処分を(公財)茨城県
サッカー協会⼥⼦委員会内規律・フェアプレー部で協議し、(公財)茨城県サッカー協会規
律・フェアプレー委員会において決定する。 

（４）同一試合で２回警告による退場を命じられた選⼿は、自動的に本リーグ次の1試合の出場
停止処分を受ける。ただし、試合出場停止により処分されたものとし２回の警告は累積さ
れない。本リーグの終了によって残存した出場停止処分については、順次次の公式戦で適
用される。 

（５）累積された警告での出場停止処分及び警告の累積は、本リーグ終了時をもって効⼒を失
う。ただし、優勝決定戦においては同一⼤会とみなすため、累積警告は持ち越される。 

（６）本リーグでの警告累積数は、出場リーグごとの累積とする。出場リーグを超えての持ち越
しはしない。 

（７）本リーグでの出場停止処分は、出場リーグごとの処分とする。出場リーグを超えての処分
は⾏わない。 

（８）出場資格のない選⼿が本リーグの試合に出場した場合、それが判明した時点で没収試合と
し、当該チームの０-３の敗戦として試合を打ち切る。この該当チームの懲罰については、
(公財)茨城県サッカー協会⼥⼦委員会内規律・フェアプレー部及び(公財)茨城県サッカー協
会規律・フェアプレー委員会にて協議のうえ決定する。 

（９）ピッチ内外での不適切な⾔動や重⼤な違反⾏為及び本実施要項に記載のない違反⾏為に関
する懲罰事項は、事実確認のヒアリングを実施のうえ「ＪＦＡ懲罰規程」に基づき(公財)茨
城県サッカー協会⼥⼦委員会内規律・フェアプレー部で協議し、(公財)茨城県サッカー協会
規律・フェアプレー委員会が決定する。 

14 参加申込⼿続き 
（１） 参加確認 

① 参加確認書  所定の用紙に必要事項を記載のうえ、リーグ事務局あてに送付のこと。 
② 確認締切日  2025 年 ９月 26 日（⾦）必着【厳守】 

（２） 参加申込 
① 参加申込書  ＪＦＡ ｗｅｂ申請登録システム「ＫＩＣＫＯＦＦ」により、⼤会エント

リーを完了させること。 
リーグ事務局は、⼤会エントリー承認を受けたチームに対し、承認済み
メンバー表を発⾏する。 

② ｗｅｂ入⼒期間  2025 年 10 月７日（火）から 10 月 13 日（月）まで【厳守】 
※ 入⼒期間変更の場合は、リーグ事務局から別途案内する。 

（３）リーグ参加費の振込 
① 参 加 費  ３０,０００円  ※ フレンドリー参加チームは １５,０００円 
② 振込期限  2025 年 10 月 10 日（⾦）まで【厳守】 
③ 振 込 先  常陽銀⾏ 泉町支店 普通 １６３０４３５ 

茨城県サッカー協会⼥⼦委員会 代表 廣原啓二 
※ 振込時の注意・・・必ずチーム名でお振込ください。 

15 日  程  表  リーグ事務局にて決定する。 



 
16 運   営 
（１） 試合当日の会場設営については第１試合のチームが、会場撤収については最終試合のチー 

ムが主となり⾏う。 
（２） 会場責任者については開催日ごとに、副審、第４の審判及び記録係については試合ごとに、

参加チームへの割当とするが、試合進⾏の妨げにならないよう事前に従事者配置の調整を図
ること。 

（３） マッチコーディネーションミーティング 
① 開始時間 
１） 当日⾏われる試合数が、フレンドリーマッチを除き３試合以下の場合 

・当日⾏われるすべての試合について、第１試合開始の１時間前に⾏う。 
２） 当日⾏われる試合数がフレンドリーマッチを除き 4 試合の場合 

・第１試合及び第２試合については、第１試合開始の１時間前に⾏う。 
・第３試合及び第４試合については、第３試合開始の１時間前に⾏う。 

② 基本事項 
・チーム代表者(監督)は、ユニフォーム正副１式を持参すること。 
・主審がＭＣＭ不在となる試合のユニフォーム決定については、出席の主審が代理を務め
る。 

（４） 試合前のピッチ内練習は、試合開始 15 分前までに終了とし、開始は次のとおりとする。 
① 試合会場のピッチが⼈工芝の場合 

・第 1 試合は、会場準備終了後から可能とする。 
・第２試合以降は、前の試合終了後から可能とする。 

② 試合会場のピッチが天然芝または土の場合 
・試合開始時間の 35 分前から可能とする。 

（５） 試合中の事故、ケガ等の対応は、各チームが責任を負うものとする。 
（６） 優勝チームには、表彰状及び記念品を授与する。準優勝及び第３位のチームには、記念品

を授与する。 
（７） 前期日程終了時点で第 1 位のチームは、茨城県代表として「ＪＦＡ U-15⼥⼦サッカーリ

ーグ 2026 関東 参入戦」に出場する権利を獲得する。 
（８） 本実施要項に記載のない事案は、U-15 部会で決定する。 

17 リーグ事務局   (公財)茨城県サッカー協会⼥⼦委員会 U-15 部会内 
ＩＦＡ U-14 ⼥⼦サッカーリーグ事務局 

担当者  廣原 啓二（東⼩沢 FC バンビーナ） 
連絡先  携 帯︓090-8342-9311 

メール︓hiroharak2@yahoo.co.jp 

18 実施要項の改廃 
本実施要項は、(公財)茨城県サッカー協会⼥⼦委員会 U-15 部会において改廃できる。 
作成 2025 年 ９月 ８日 
施⾏ 2025 年 10 月 １日 
改定  2024 年 11 月 15 日 


